
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、町内
関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。

・朝日町地域公共交通活性化協議会及び朝日町町民バス等運営委員会において、町内交通ネ
ツトワークの課題に関する年2回程度の定期的な協議・検証、及び、系統・便数・運行タ
イヤ等の見直し・改善(朝日町)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関す、る詳細

0山形県地域公共交通計画<施策・事業1 -1-1><1-2-1>によって整備・運用され
ている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供する。
(朝日町)

・ GTFS-JP の作成・提供(朝日町)

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・サ
ービスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る(朝日町)
・地域公共交通計画の<施策・事業2-1 -1>によって導入される交通系 IC力ードについ

て、町民や来訪者への普及啓発(事業者、朝日町)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(朝日町、事業者)
・1C力ードと町運行のバスとの連携の検討(朝日町)

市町村名:朝日町

則1冊

0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。
・直行バスならびにデマンドタクシーの利用促進のため、お知らせ板やホームページでの町
民周知の徹底(朝日町)

・学生に向けて直行バス利用促進のダイレクトメールの送付(朝日町)

・必要に応じて、交通に関する町民アンケートの実施(朝日町)

2.運行系統の概要及び運送予定者

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表1」を作成し添付

3 運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法



0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の朝日町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

RESAS の移動実態数値(本県への来訪者数等):県外 60,000 人、県内 70,000 人

・朝日町目標値梱標年度R6年度末)

県外 200 人、県内 900 人

0山形県地域公共交通計画中目標③数値目標3の朝日町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネッ

トワーク全体)の人口あたりの乗車人員:2.50回/人

,朝日町の目標値(目標年度R6年度末)

2.73 回/人(直近年度の実績 18,545 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の朝日町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

地域鉄道 フ,203 万 6 千円(直近年度の実績5,602 万 8 千円)

路線バス 4億 6,000 万円(直近年度の実績 5 億 926 万 7 千円)

コミュニティバス:4億 4,000 万円(直近年度の実績4億 9,030 万 1 千円)

1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億9,722 万 8 千円)デマンド交通

1億円 (直近年度の実績0円)タクシー

・朝日町目標値(目標年度R6年度末)

路線バス 6,700 千円(直近年度の実績 7,374千円の約 90%)

デマンド交通.13,000 千円(直近年度の実績 14,3釘千円の約 90%)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)(直近年度の実績の 105%を目標)

朝日町・山形市間直行バス(朝便)の年間利用者数:4,442 人以上(直近年度の実績4,231

人)

朝日町・山形市間直行バス(夜便)の年間利用者数 1,962 人以上(直近年度の実績2,821

人)

デマンドタクシーの年間利用者数:12,067 人以上(直近年度の実績 11,493 人)

画1冊

朝日町・山形市間直行バス

朝日町・山形市間直行バス

デマンドタクシーの収支率

朝日町・山形市間直行バス(朝便)への朝日町負担額:4,020千円(直近年度の実績4,424

千円)

朝日町・山形市間直行バス(夜便)への朝日町負担額■,680千円(直近年度の実績2,950

千円)

デマンドタクシーへの朝日町負担額:13,000千円(直近年度の実績 14,387 千円)

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、高齢者や高校生等の日常生活に必要不可欠な移動手段が

確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実

現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

0上記目標・細目標の評価手法,測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等から提出

された利用者数・収支率等の実績を基に。朝日町地域公共交通活性化協議会や山形県地域

公共交通活性化協議会において評価,検討を行う。

(朝便)の収支率:25%(直近年度の実績24%)

(夜便)の収支率■5%(直近年度の実績24少0)

11%(直近年度の実績 10%)
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地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る「朝日町・山形市間直行バス(朝便)」
「朝日町・山形市間直行バス(夜便)」「デマンドタクシー」の3路線について、運行収入及び

国庫補助金を運行経費から差し引いた21,761,000円を朝日町で負担している。

また、 3路線に対する朝日町の負担については、山形県市町村総合交付金交付要綱に基づき、

一定額を県が負担する。

地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額



0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第21条第1号~第4号関係)

5 車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価却費等国庫助金を受けようとする△のみ】

該当なし

6 車両の取得に係る定量的な目標・効果

(1)事業の目標

該当なし

減価却等

(2)事業の効果

該当なし

フ.車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者

補助金を受けようとする場合のみ】

助金を受けようとする Aのみ

該当なし

卿1冊

8、,,ン,車両の取得に要する費用の総額ゞ"負担者とそ、の負担額

該当なし

金を受けようと、1、る厶のみ

0その他申請に関する事項
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0山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)

<令和2年度>

・令和 2年4月23日(第 1 回):協議会の設立、公開原則の議決等

・令和2年7月15日(第2 回):地域公共交通計画策定に向けた議論

・令和 2年10月26日(第 3 回):地域公共交通計画骨子案の議論

・令和 3年1月28日(第 4回):地域公共交通計画素案の議論

・令和3年3月23日(第 5 回):地域公共交通計画案の議論

<令和3年度>

・令和3年6月日(第1回):国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正につい

ての議論

0山形県地域公共交通活性化協議会仕也域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会村山地域別部会

・令和2年10月19日(第1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理

・令和3年1月18日(第2回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

協議会の開催状況と主な議論

両

,ノ

両減 却等
,ー



0朝日町地域公共交通活性化協議会

<令和2年度>

・令和2年6月30日:令和3年度生活交通確保維持改善計画の策定についての協議及び
市町村運営有償運送の更新登録についての協議

・令和3年2月24日:令和 3年度事業計画についての協議

0山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会

・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

10

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議
事が協議会事務局(山形県)により朝日町民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域
公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に
つなげている。

朝日町では、利用者等で委員を構成する「朝日町町民バス等運営委員会」を開催(令和3年2
月10日)し、施策の反映につなげている。

利用者等の意見の反映状況

1 1

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表1」を作成し添付

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

剛1冊

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)山形県西村山郡朝日町大字宮宿11巧

(所属)朝日町役場

(氏名)阿部夏弓

(電三舌) 0237-67-2112

(e-ma i D ch ii k i sh i nkou@town. a船 a ta-asah i, 1



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保,維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

朝日町

朝日町

朝日町

朝日町

運行系統名
(申請番号)

G主)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こつぃては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかにっいて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」1こついて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)朝口町仙形市問直行バス(朝便)

(2)朝B町仙形市問直行バス(夜便)

(3)朝日町デマンド型タクシー

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

山交
ノくス、本;
社前

山辺町

終点

系統
キロ程

山辺町

北山

形駅

朝日町
区域内

三十画
運イテ

日数

往38.okrn

復 krη

三十画

運イテ
回数

往 krΥ1

復385km

296日

km

245日

148回

krη

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

kr"

3田5回

245日

krη

路線定期

krn

krη

7840回

基準ハで
該当する
要件

路線定期

日

回

①・②(1)

区域

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

[Σ互亙亙ヨ

回

①・②(1)

統寒河江駅前中創11・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

①・②(1)

統寒河江駅前中創!1・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

^

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

J、

統寒河江駅前中創11・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

f^

③

J、

^

③

J、

③

利
便
増
進
特
例
措
置

良
民

太
公
館

往
復

往
復

郎
民

太
公
館

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

朝日町

朝日町

朝日町

朝日町

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こつぃては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」につぃては、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかにっいて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)朝日町・山形市問直行バス(朝便)

(2)朝日町・山形市問直行バス(夜便)

(3)朝日町デマンド型タクシー

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

山交
ノ丈ス本
社前

山辺町

終点

系統
キロ程

山辺町

北山
形駅

朝日町
区域内

三十画

運1テ

日数

太郎
公民

館'

往38.okm

復 krn

三十画
運1子

回数

往 kr"

復38.5km

295日

k『η

147,5回

246日

km

運行態様の別

krη

krn

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及ぴ別表9)

246日

369回

路線定期

kr"

km

7872回

基準ハで
該当する
要件

日

路線定期

日

回

①・②(1)

区域

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

[Σ西亙ヨ

回

①・②(1)

統寒河江駅前伸幻11・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

①・②(1)

統寒河江駅前中創11・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

^

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

J、

統寒河江駅前中幻"・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

^

③

ノ、

^

J J 、

③

③

日

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

3
民

太
公
館

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者け也域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

朝日町

朝日町

朝日町

朝日町

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載する区ととし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)朝日町・山形市問直行バス(朝便)

(2)朝口町仙形市問直行バス(夜便)

(3)朝日町デマンド型タクシー

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

山交
ノくス、;本;
社前

山辺町

終点

系統
キロ程

山辺町

北山
形駅

朝日町
区域内

三十画

運行
日数

往38.okm

復 kr"

三十画

運行
回数

往 krγ1

復385km

295日

krη

kr"

147.5回

244日

③

運行態様の別

km

krη

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

244日

366回

路線定期

k『れ

km

7808回

基準ハで
該当する
要件

日

路線定期

日

回

①,②(1)

区域

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

区亘亙亙ヨ

回

①・②(1)

統寒河江駅前伸幻"・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

①・②(わ

統寒河江駅前伸創11,左
沢)・宮宿線と朝日町役場

^

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

統寒河江駅前伸創11・左
沢)・宮宿線と朝日町役場

^

③

J、

^

③

J、

利
便
増
進
特
例
措
置

良
民

太
公
館

往
復

郎
民

太
公
館

往
復

主
痩



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

朝日町

朝日町

朝日町

朝日町

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」にっいては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」につぃては、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかにっいて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」1こついて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

a)朝三町・山形市問直行バス(朝便)

(2)朝ヨ町仙形市問直行バス(夜便)

(3)朝日町デマンド型タクシー

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

山交
ノ丈ス本
社前

山辺町

終点

系統
キロ程

山辺町

北山
形駅

朝日町
区域内

三十画

運行
日数

往380km

復 km

三十画

運行
回数

往 krη

復385km

294日

krη

krη

244日

147回

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

krη

krη

244日

366回

定期路線

krη

k『η

7808回

基準ハで
該当する
要件

日

定期路線

日

回

①・②(わ

区域

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

[Σ垂璽ヨ

回

①・②(1)

寒河江駅前中創11・左沢)・
宮宿線と朝日町役場前で
接続

メ、

①・②(1)

寒河江駅前中幻小左沢)・
宮宿線と朝日町役場前で
接続

日

メ、

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

リ

寒河江駅前中創11・左沢)・
宮宿線と朝日町役場前で
接続

日

③

③

ー、

③

利
便
増
進
特
例
措
置

良
民

太
公
館

往
復

往
復

郎
民

太
公
館

往
復
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多

乗
車
専
用

堀
桓

中
古

町
町

大
本

降
車
専
用

郎
崩
口

太
新
水

口
崩
郎

水
新
太

降
車
専
用

乗
車
専
用

6
1

1

槌
堀

古
中

2

=
0
 
一
一
0

=
0

【行時刻】

往路(朝日町→山形市)月~土

3月~11月1 12月~2月
ノ叉ス停

少1 多1

太郎公民館 6:33 6:23

6:34 6:24

6:35 6:25

6:36 6:26

西小前 6:266:36

発電所前 6:37 6:27

農協支所前 6:38 6:28

双葉住宅団地前 6:38 6:28

西船渡 6:296:39

助ノ巻 四ノ沢6:40 6:30

朝日中前西町 6:41 6:31

朝日町役場前 前田沢6:42 6:32

小学校前本町 6:43 6:33

大町 6:44 6:34

小学校前 6:45 6:35

前田沢 6:45 6:35

朝日中前 6:46 6:36

四ノ沢 6:47 6:37

6:49 6:39

6:49 6:39

送橋警備所前 6:406:50

山辺高校前 フ:15 フ:08

山本学園前 フ:30 フ:25

山形商業前 フ:33 フ:28

山形駅西口 フ:35 フ:32

山形市役所前 フ:48 フ:48

城北高校前 太郎公民館フ:57 フ:57

北山形駅 8:00 8:00

※平日運行(月~金)。ただし年末年始(12月31日~1月3日)を除きます。

士曜日は往路(山形行き)のみ運行します。

【利用料金】

(高校生以上)乗車1回大人

500円あたり

平日限定

円)

朝日町・山形市間直行バス運行時刻表

平日限定

往復

ノ叉ス停

山交バス本社前

山形駅西口

山形市役所前

城北高校前

北山形駅

山辺町南公園前

送橋警備所前

復路(山形市→朝日町)

1便目

添付資料時刻表

17:00

17:05

17:10

17:巧

17:18

17:38

18:03

18:04

18:04

18:06

18:07

18:08

18:08

18:09

18:10

18:1 1

18:12

18:13

18:14

18:巧

18:巧

18:16

18:17

18:17

18:18

18:19

18:20

月~金

2便目
多1

19:05

19:10

19:巧

19:20

19:23

19:38

20:03

20:04

20:04

20:06

20:07

20:08

20:08

20:09

20:10

20:1 1

20:12

20:13

20:14

20:15

20:15

20:16

20:17

20:17

20:18

20:19

20:20

普通

3便目
多1

20:40

20:43

20:47

20:50

20:51

21:05

21:27

21:28

21:28

21:30

21:31

21:32

21:32

21:33

21:34

21:35

21:36

21:37

21:38

21:39

21:39

21:40

21:41

21:41

21:42

21:43

21:44

朝日町役場前

西町

助ノ巻

西船渡

双葉住宅団地前

農協支所前

発電所前

西小前

160 00

(乗車口

片道定期券 往復

70 000 60 000 130 000 120 000 90 0 8 00 17 0

※往復定期券に限り、山交バス寒河江宮宿線の寒河江駅前から朝日町役場前までの区間が利用できます。
左沢駅及び寒河江駅前)

通学

片道

平日限定

小人(中学生以下)

250円

平日限定

(単位

小学生未満

無料
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デマン、タクシー「あいのり」'行時刻

【運行時刻表】
下り

上 順 各地区行き(宮宿(各也区発→呂宿行き)
午前 8時45分1番便午前 8時

前 11時2番前 9時3◎分
午後 0時45分3番便午後 0時

爰 2時304番午後 1、 30
午後 4時10分5番便午後 4時45分

0予約状況により、運行経路は毎回異なります0
0順次迎えに行きますので、時間は大まかな目女ととらえてください

ただし年末年始(12月31日~1月3印を除きます00平日運行。

デマンドタクシー予約センター

Tel:@フ-2173 (F獣● 67-2195)

初めて利用される場合は、予約センターにて利用者豆録を行ってくだ 0

ネ帰する場合は予坐辺!髪要です。出麹該1の30分ほでにご避三ください0
0受付時間:平日午前7時から午後5時30刀まで

匪亙^

【利用料金】

乗車1回あたり

0回数券

75才以上

200円

400円券1

200円券1

高校生以上

400円

4枚綴り:4,

4枚綴り:2,

問合せ先/朝日町政策推進課 1巳67-2112

小・中学生

200円

000円

000円

小学生未満

無料



表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

朝日町

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

フ,119

1包攻公"父週云T1里1、工包以公夬父週不1Π史1冒進矢力也貫T圓、工巴破赤各浬込ワ一こ人継杭天力也且T圓Uノ束疋

年月日及び

フ,119

赤去仰

フ,119

ム

対象地区

山形県地域公共交通計画

朝日町全域

計画名

(1)記載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2.「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2X実施要領の2.(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4、「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

過疎法第2条第1項

根拠法

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

(ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)


